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不良債権の状況【単体】
リスク管理債権 (単位:百万円)

2018年9月30日 2019年9月30日
破 綻 先 債 権 3,363 3,676
延 滞 債 権 48,947 44,896
3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 789 739
貸 出 条 件 緩 和 債 権 16,523 19,722
合 計 69,623 69,035

貸出金残高に占める割合 (％) 1.47 1.44

●用語の解説

破綻先債権
未収利息を収益不計上扱いとしている貸出金のうち、会社更生法、破産法、再生手続等の
法的手続きがとられている債務者や手形交換所において取引停止処分を受けた債務者に対
する貸出金のことです。

3カ月以上延滞債権
元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金のことで、上記
の破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

延滞債権
未収利息を収益不計上扱いとしている貸出金のうち、破綻先債権及び債務者の経営再建又
は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金のことです。

貸出条件緩和債権
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元金
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しない貸出金のことです。

貸出金償却額 (単位:百万円)

2018年度中間会計期間 2019年度中間会計期間
償 却 額 ― ―

貸倒引当金残高及び内訳 (単位:百万円)

2018年9月30日 2019年9月30日

期首残高 当中間期
増加額

当中間期減少額 中間期末
残高 期首残高 当中間期

増加額
当中間期減少額 中間期末

残高目的使用 その他 目的使用 その他
一 般 貸 倒 引 当 金 12,873 13,337 ― 12,873 13,337 15,845 15,487 ― 15,845 15,487
個 別 貸 倒 引 当 金 18,559 17,356 940 17,618 17,356 18,313 18,765 920 17,392 18,765

うち非居住者向け債権分 1,207 1,169 ― 1,207 1,169 1,225 1,217 ― 1,225 1,217
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
合 計 31,432 30,693 940 30,491 30,693 34,158 34,252 920 33,237 34,252

(注) 当中間期減少額のその他は洗替えによる取崩額です。

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（金融再生法）に基づく資産の査定の額 (単位:百万円)

2018年9月30日 2019年9月30日 対比
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 18,809 21,512 2,703
危 険 債 権 34,303 27,489 △6,814
要 管 理 債 権 17,313 20,461 3,148
小

 

計 ( A ) 70,425 69,463 △962
正 常 債 権 4,791,861 4,847,703 55,842
合

 

計 ( B ) 4,862,286 4,917,167 54,881
対象債権に占める比率 ((A)/(B))(％) 1.45 1.41 △0.04

(注) 資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債（当該社債を有する金融機関がその元本の償還
及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限
る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるものについて債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として区分しております。

●用語の解説

1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手
続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権のことです。

3. 要管理債権
要管理債権とは、「3カ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」のことです。
4. 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、前記
1. から3. までに掲げる債権以外のものに区分される債権のことです。2. 危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成
績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の
高い債権のことです。
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